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１【提出理由】

　2023年９月27日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年９月27日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき40円

総額1,106,683,040円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2023年９月28日

 

第２号議案　定款一部変更の件

委任型執行役員制度を導入したことから、取締役を減員することに伴い、取締役の員数を28名以内か

ら７名以内に変更を行う。

 

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として澁谷英利、毛利克己、本多宗隆、河村孝志、玉井政利、近藤徳之の６氏を選任する。

 

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役として安宅建樹、竹橋剛の両氏を選任する。

 

第５号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を、月額100百万円以内（うち社外取締役の報酬の額は月額３百万円以内）から、月

額30百万円以内（うち社外取締役の報酬の額は月額３百万円以内）に改定する。

 

第６号議案　退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって取締役を退任した澁谷光利、久保尚義、中俊明、吉道義明、北村博、西

納幸伸、西田正清、二木彰徳、高本崇弘、太田正人、中西真二、宮前和浩および任期満了により監査

役を退任する鈴木由郎の各氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従

い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取

締役会に一任する。

なお、監査役を退任する鈴木由郎氏については、過去に取締役を退任し監査役に就任する際に未支給

であった取締役在任期間に対する退職慰労金を支払うものであり、監査役在任期間に対する退職慰労

金の支給はない。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議結果

第１号議案      

剰余金の処分の件 246,263 101 0 99.04％ 可決

第２号議案      

定款一部変更の件 245,908 456 0 98.90％ 可決

第３号議案      

取締役６名選任の件      

澁谷　英利 196,111 50,252 0 78.87％ 可決

毛利　克己 243,243 3,120 0 97.82％ 可決

本多　宗隆 243,942 2,422 0 98.11％ 可決

河村　孝志 243,856 2,507 0 98.07％ 可決

玉井　政利 204,961 41,399 0 82.43％ 可決

近藤　徳之 244,490 1,874 0 98.33％ 可決

第４号議案      

監査役２名選任の件      

安宅　建樹 219,574 26,785 0 88.31％ 可決

竹橋　剛 241,732 4,632 0 97.22％ 可決

第５号議案      

取締役の報酬額改定の件 246,200 97 67 99.01％ 可決

第６号議案      

退任取締役および退任監査役に対し退

職慰労金贈呈の件
195,860 50,499 0 78.77％ 可決

（注）　各議案の可決要件は次のとおりであります。

・第１号議案、第５号議案および第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半

数の賛成であります。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席

した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

・第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を

合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会に当日出席した株

主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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